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本市の最上位計画である第２次総合計画では、市民の皆様の健康増進等

につながる生涯スポーツ・レクリエーション活動の推進を位置付け、スポ

ーツ環境の整備・充実に取り組んでいます。 

また、市教育委員会では、学校を拠点とした地域全体の教育力の向上を

目指し、地域開放のための学校設備の整備や開放に向けた条件整備を行い、

学校教育に支障がない範囲で、市立小学校・中学校の施設をスポーツやそ

の他の社会教育のために市民団体等が使用できるようにしています。 

 

１ 事業の趣旨と目的   

今年度、学校施設を利用したスポーツ環境の充実を図るため、市立保谷中学

校校庭及びテニスコートへ夜間照明設備設置工事を行いました。 

平成 31 年度からは、この夜間照明設備を活用し、夜間における校庭及びテ

ニスコート（２面）を市民団体等が使用できるようになります。 

 

２ 事業内容と今後のスケジュール 

夏休みを中心に夜間照明設備設置工事を実施し、設置が完了しました。 

平成 31 年度からの供用開始に向け、11 月 15 日（木）～21 日（水）の

間、試行使用を行います。 

(１) 施設の概要 

校庭 １面、テニスコート ２面 

(２) 供用開始 

平成 31 年４月１日 

(３) 市立保谷中学校校庭及びテニスコート、夜間照明の使用料 

施設名 

使用料（１時間につき） 

市内団体 
市外団体・ 

企業等団体 

校庭 

校庭の使用料 無料 500 円 

夜 間 照 明 料 2,500 円 2,500 円 

合計 2,500 円 3,000 円 

テニスコート 

（１面につき） 

コートの使用料 無料 500 円 

夜 間 照 明 料 800 円 800 円 

合計 800 円 1,300 円 

※平成 31 年４月１日以降の使用分から適用 

市立保谷中学校に夜間照明設備を設置 
～市内２か所目の設置が完了～ 

西東京市 
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＜従来の夜間照明設置中学校＞ 

・西東京市立田無第三中学校（校庭） 

サッカー、陸上等に使用 

＜その他の夜間照明設備設置施設＞ 

 ・向台運動場 

 ・田無市民公園グラウンド 

 

＜保谷中学校夜間照明設備の特徴＞ 

 ・校庭、テニスコートは別々に点灯／消灯ができます。 

 ・照明ポールは全９本、うち、５本は校庭専用、２本はテニスコート専用、２本

は共用となっています。 

・競技に応じて照度を変更できる LED 照明で、軟式野球、ソフトボール、サッ

カー、陸上競技、テニスに対応しています。 

【問い合わせ先】 

（設置工事） 教育部 学校運営課（TEL：042-438-4072） 

（施設開放） 教育部 社会教育課（TEL：042-438-4079） 

（スポーツ活動） 生活文化スポーツ部 スポーツ振興課（TEL：042-438-4081） 
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